
 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

野田市長       ○印  

 

 

代執行令書 

      年  月  日付け   第   号によりあなたの所有（管理）

する次の特定空家等を    年  月  日までに    するよう戒告し

ましたが、指定の期日までに義務が履行されませんでしたので、空家等対策の

推進に関する特別措置法第１４条第９項の規定に基づき、次のとおり代執行を

行いますので、行政代執行法第３条第２項の規定により通知します。 

なお、代執行に要する全ての費用は、行政代執行法第５条の規定に基づきあ

なたから徴収します。また、代執行によりその物件及びその他の資材について

損害が生じても、その責任は負わないことを申し添えます。 

 

１ 対象となる特定空家等 

２ 代執行の内容 

３ 代執行の時期 

       年  月  日から    年  月  日まで 

４ 執行責任者 

５ 代執行に要する費用の概算見積額 

教示 
１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する
者は市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、
上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ
ます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をす

ることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由が

あるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



 

 (表面) 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）（抜粋） 

第１４条（略） 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措

置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又

は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行

為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０～１５ （略） 

行政代執行法（昭和３２年法律第４３号）（抜粋） 

第４条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者た

る本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれ

を呈示しなければならない。 

 

 

 

執行責任者証 

第   号 

     部   課長 

         上記の者は、次の行政代執行の執行責任者であることを証する。 

     年  月  日 

 

野田市長           ㊞ 

 

１ 行政代執行をなすべき事項 

 

２ 行政代執行をなすべき時期 

  

 

 

 

 

 

6cm 

 

  9cm  

（裏面） 


